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目次 「配偶者の税額軽減は、目先の相続

税にこだわると、損をする」 

相続税では、被相続人死亡後の配偶者の生活を

守るため、「配偶者の税額軽減」という特例が

設けられており、一定割合まで配偶者に財産を

渡しても、相続税はかかりません。 

 

今回は、この特例を最大限有効に活用するため

のポイントを伝授します。 

1. 配偶者の税額軽減とは・・・ 

 

 

2. 配偶者の税額軽減を上手に活用する

ポイント 

 

 

令和元年秋号 

配偶者の税額軽減 

 活用のポイント 



 

 

 被相続人の配偶者が、相続により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金

額までは、配偶者に相続税はかからないという制度です。 

  ※正味の遺産額＝債務・葬式費用控除後、3 年内贈与加算後 

（1）1 億 6,000 万円 

（2）配偶者の法定相続分相当額（下表参照） 

１. 配偶者の税額軽減とは・・・ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

相続人 法定相続分 

子がいる場合 
配偶者 2 分の 1 

子 2 分の 1 

子がいない場合 
配偶者 3 分の 2 

父母 3 分の 1 

子も父母もいない場合 
配偶者 4 分の 3 

兄弟姉妹 4 分の 1 

＜配偶者の法定相続分 1/2 の場合＞ 

■正味の遺産額≦1 億 6,000 万円 

→配偶者が全額取得すれば、相続税は 0 

■1 億 6,000 万円＜正味の遺産額≦3 億 2,000 万円 

→配偶者の正味遺産額が 1 億 6,000 万円までなら、配偶者の相続税は 0 

■正味の遺産額＞3 億 2,000 万円 

→配偶者の正味遺産額が、全体の 1/2 以下までなら、配偶者の相続税は 0 

2,700 万円 

1,350 万円 

配偶者の正味遺産

額が 1 億 6,000 万

円までなので、配偶

者の相続税は 0 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

２. 配偶者の税額軽減を上手に活用するポイント 

（ポイント 1） 申告期限までに遺産分割を完了させる 

配偶者の税額軽減は、申告期限までに遺産分割が完了していることが条件です。未分

割の財産は、税額軽減の対象になりません。 

（ポイント 2） 他の特例が受けられる財産は、配偶者以外に分割する 

配偶者の税額軽減で、配偶者の相続税が 0 になる場合、他の特例は配偶者以外の相続

人が適用する方が、全体の相続税は少なくなります。 

（ポイント 3） 税額軽減を上限まで使うのがいいとは限らない 

配偶者の税額軽減を限度額いっぱいまで活用すれば、相続税は大幅に減らすことがで

きます。ただし、それが結果的に不利になる場合もあります。 

一次相続 二次相続 

正味の遺産額 2 億円（父） 

＜パターン 1＞母 1 億、子 0.5 億×2（左頁） 

＜パターン 2＞母 1.6 億、子 0.2 億×2 

相続税 

＜パターン 1＞配偶者 0、子 675 万×2（左頁）

＜パターン 2＞配偶者 0、子 270 万×2 

正味の遺産額（母） 

＜パターン 1＞1 億円（子 0.5 億×2） 

＜パターン 2＞1.6 億円（子 0.8 億×2）

相続税 

＜パターン 1＞子 385 万×2 

＜パターン 2＞子 1,070 万×2 

父死亡 母死亡 

配偶者の税額軽減は、1 次相続＋2 次相続の合計で考える！ 

1 次相続＋2 次相続での相続税合計は、 

＜パターン 1＞2,120 万円  ＜  ＜パターン 2＞2,680 万円 

配偶者の税額軽減を上限まで使わない＜パターン 1＞の方が、560万円少ない！



 

 

 


